
質問４ 精神障害者の虐待に関する協会対応について 

（該当箇所：p.26 報告事項 １）2025 年度事業報告 倫理委員会、６．国の倫理に関する動向の把握と対応を行う。 

 

「精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等」とは、厚労省社会・援護局障害

保健福祉部精神・障害保健課より発表の資料との解釈でよろしかったでしょうか？ そのうえで

ご質問です。 

令和 4 年の精神保健福祉法の改正により、令和６年４月以降、精神科病院の業務従事者による

虐待を受けたと思われる患者を発見した場合には、速やかに都道府県・指定都市に通報すること

が義務づけられました。今般「精神科病院における虐待通報義務で、精神科病院に勤務する看護

師や医師らによる患者への虐待が、2024 年度は 260 件あった」と厚労省より発表があったわけ

でございます。報道では表にでませんでしたが、ゆゆしくも『作業療法士による障害者虐待が２

名』あったと、厚労省の本資料にて記載がございました。 

そこで、ご質問です。 

本事案２名の「虐待内容」などについて協会も内容等をどこまで把握できているのか、ご教示

下さい。そのうえで、職能団体として、今後の対策などございましたら共有をお願いします。 

当協会は 2023 年 7 月に会長メッセージとして「障害者虐待の防止および権利擁護のさらなる

推進のために（滝山病院、ふれあい沼津ホスピタルなどの精神科病院で、2022 年、看護師らに

よる暴言・暴力・身体拘束等が明らかになった事件）」を配信し、作業療法士の倫理向上と障害

者の権利擁護について各会員に対し、再確認するよう、呼びかけがありました。にもかかわら

ず、作業療法士による、このような事案が発生したわけでございます。 

このことは協会としても重大事案として位置付けて頂きたいと思います。同じ業務従事者とし

て、大変許しがたいことです。ではなぜ、このような事案が起きてしまったのか、起きてしまっ

た背景には何があったのか、協会としてもぜひとも検証して頂き、再度、このようなことが起き

ないよう、さらなる情報発信を切にお願いする次第です。 

何卒宜しくお願い致します。 

 

回答 

「精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等」とはご指摘の資料になります。

精神科病院における虐待事案の中に作業療法士による事案が含まれていたことは、協会としても

重く受け止めております。障害のある方の権利擁護と尊厳の保持は、作業療法士の専門性の根幹

に関わる事項であり、このような事案が発生したことは極めて遺憾であると認識しております。 

ご質問の「本事案 2 名の「虐待内容」を協会はどこまで把握できているのか。職能団体として

今後の対策など」についてですが、協会はこの 2 事案の具体的な内容や背景やこの 2 名が会員で

あるかどうかも把握できておりません。また、施設が特定できた場合であっても、協会には他法

人に立ち入って調査等を行う権限はなく、2 事案の作業療法士が会員であり、ご本人もしくは第

三者から「倫理問題事案報告・申し出書」が提出されれば、倫理委員会で審査を行い理事会で処

分等の処理を行うこともできますが、今のところそのような動きはありません。職能団体として

できることは、引き続き会員に対して注意喚起を行い、会員の倫理意識を高め、またこのような

事案の発生を未然に防ぐ、あるいは発生してもその初期段階で対処できるような倫理問題の対応

体制を構築することにあると考えています。 



倫理委員会では、2026 年 1 月 15 日に事務局からこの資料の情報提供を受け、「「精神科病院

における業務従事者による障害者虐待の状況等」に関する新たな倫理関連情報の提供と注意・啓

発」という文書を作成し、委員会での検討を経た上で、3 月 1 日付けで、まずは協会ホームペー

ジの「協会からのお知らせ」欄に、ついで現在は「倫理関連情報」ページの「周知・啓発に関す

る資料」の一つとして掲載しているところです。 

https://www.jaot.or.jp/files/page/rinri/rinrijyouhou2.pdf 

また、会員にとってより身近な職場や都道府県作業療法士会における倫理対応体制の整備は倫

理委員会の重要な任務の一つとして認識しており（倫理委員会規程第 2 条第 2 号）、ここ数年そ

の整備に向けての努力を続けてまいりました。 

あわせて、制度対策部では、例年実施している精神科の作業療法実態調査において会員所属施

設における虐待防止の取り組み等について把握するとともに、意見交換会でのテーマとしても取

り上げ、会員同士で課題や対応について情報共有できる場を設けております。 

協会としては、障害者虐待の防止および権利擁護は、作業療法士の専門職倫理に直結する重要

課題であると認識しており、今後も倫理啓発、地域士会を含めた相談・対応体制整備、精神科領

域における課題共有等を通じて、再発防止に向けた取り組みを継続してまいります。 

 

 

https://www.jaot.or.jp/files/page/rinri/rinrijyouhou2.pdf

